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第２次五戸町総合振興計画
（後期基本計画） 
latter period  Master  Plan



はじめに 

五戸町は、平成27年度に「第２次五戸町総合振興計画」を策定し、前期の５年

間において積極的にまちづくりに取り組んでまいりました。 

時代は、平成から令和へ変わり、自然災害の多い時代から新型コロナウイルス

の世界的蔓延など、日々予測できない災害への備えが要求される時代となりまし

た。このような社会情勢においても、町民一人ひとりがそれぞれの役割を理解し、

一丸となって住み続けたいと思えるまちづくりを行うための指針として、後期基

本計画を策定いたしました。 

町の将来像を「人とまちの活力で未来を拓く、共創（協創）の郷 ごのへ」と

掲げ、計画においては「第２期五戸町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げ

る施策と連動・整合させ、将来像実現のため６つの基本目標を定め、私達の郷土

の明るい未来の灯りをより輝かせるため、ともに歩んでまいりましょう。 

結びに、本計画の策定にあたり、多くの町民の皆様から貴重なご意見、ご提言

をいただきましたことに厚くお礼申し上げますとともに、ご多忙の中、何度もご

審議を賜りました総合振興計画審議会委員の皆様に心から感謝申し上げます。 

皆様が大好きな五戸町のさらなる発展のため、今後のまちづくりへの積極的な

参画とより一層のご協力をお願い申し上げます。 

令和２年３月 

                     五戸町長 若　宮 佳　一
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第１部 序 論 

第１章 後期基本計画の策定に当たって 

１ 計画策定の目的 

 
 
 

２ 計画の位置付けと役割 

11



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

３ 計画の構成と期間 

１．計画の構成 計画の構成

２．計画期間 計画期間

１．

２．

2 2



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

第２章 第 2次総合振興計画の概要 

１ まちづくりの基本方針 

“五戸町らしさ”を追求します 

“安心”と“魅力”を掘り起こします 

“協働”と“自立”を基調としたまちづくりを推進します 

１．

２．

３．

313



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 基本構想 

10 年後の五戸町（将来像）１．

42 4



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像を実践するための基本目標・施策体系 ２．

5315



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

本計画の目標人口（推計人口） ３．

642 6



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２部 後期基本計画

 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

第２部 後期基本計画 

序章 基本計画について 

１ 基本計画の目的と計画期間 

基本計画の目的

計画期間

１．

２．

75317



 
 
 

 

 
 
 

 

     

第１章 人と自然にやさしく、快適で安全・安心に 

 暮らせるまち（生活環境分野）

１ 生活環境施策の大綱 

２ 各施策での取組指針 

施策１-１ 土地利用・整備 

8642 8



 

 

 

 

 

 

施策１-２ 住環境・生活空間 

施策１-３ 道路・交通網・情報基盤 

施策１-４ 上下水道 

施策１-５ 環境保全・循環型社会 

施策１-６ 消防・救急体制・防災 

975319



 
 

 

施策１-７ 防犯・交通安全（暮らしの安全） 

108642 10



 

 

 

 

 

 
 

 
 

施策１-１ 土地利用・整備 

 
 

■■  ■■
 

  
（土地利用・基盤整備） 

 
（景観形成） 

 
 

■■  ■■ 
 
  

 
 

119753111



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
■■  ■■ 

 
  

1-1-1：計画的な土地利用の推進 

 
1-1-2：自然環境・景観の保全 

 
1-1-3：農村集落機能の保全 

■■ ■■
 

  

12108642 12



 

 

 

 

 

 
 

施策１-２ 住環境・生活空間 

 
 

■■  ■■
 

  
（住環境・生活空間の形成） 

 
（定住促進・空き家対策） 

 
 
 

■■ ■■ 
 
  

13119753113



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

■■  ■■ 
 

  
1-2-1：町営住宅の整備 

 
1-2-2：空き家対策 

 
1-2-3：公園等の整備 

 
1-2-4：定住や交流促進のための検討 

 
1-2-5：環境美化活動の推進 

 
 

■■ ■■
 

  

1412108642 14



 

 

 

 

 

 

 

 

施策１-３ 道路・交通網・情報基盤 

 

 
■■  ■■

 
  

（道路整備） 

（公共交通） 

区     分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

 
（情報基盤） 

 
■■  ■■ 

 
  

○ 住民のための道路・交通網整備が行われ、利便性の高い交通手段が確保されること

により、1 年中快適で安全・安心に暮らせる環境が整っています。 

○ 情報基盤が整備され、地域の格差なく生活に必要な各種の情報が受けられます。 

1513119753115



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 
■■  ■■   
1-3-1：国道・県道の整備 

1-3-2：町道の整備・農道の維持管理 

 
1-3-3：冬期における除排雪体制の充実 

 
1-3-4：地域公共交通対策の推進 

 
1-3-5：情報通信網の整備・活用 

 
■■ ■■

 
  

 

161412108642 16



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

施策１-４ 上下水道 

 
 

■■  ■■
 

  
（上下水道） 

 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 水道施設の適正な管理により、安心・安全な水が安定供給されています。 

○ 下水道施設の適正な管理及び浄化槽の設置により、公共水域の水質が保全され、自

然環境と生活衛生に配慮した生活排水処理が進んでいます。 
 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
1-4-1：上水道処理施設の整備 

1-4-2：下水道処理施設の整備 

171513119753117



 
 
 

 

 
 

18161412108642 18

 
 

■■ ■■
 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

施策１-５ 環境保全・循環型社会 

■■ ■■
 

  
（環境保全） 

 
（循環型社会） 

区     分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

 

区     分 平成 29 年度 平成 30 年度 
平成 31 年度 

（令和元年度）

 

171513119753119



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

■■ ■■ 
 
  

○ 豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため、地球温暖化対策を目的とした環境に配慮

したまちづくりが進んでいます。 

○ 住民一人一人が地域の衛生維持を図るという意識が高まり、分別と適正処分の生活

習慣を身につけて、環境保全に取り組む住民が増えています。 

○ 間伐や下刈りなどの森林整備を適切に行い、森林が持つ公益的機能が維持され、天

然資源の循環が形成されています。 

 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
1-5-1：地域における環境美化の維持

1-5-2：住民の環境衛生意識向上 

1-5-3：資源リサイクルの推進 

1-5-4：自然エネルギー、省エネルギーの導入 

1-5-5：森林の整備 

○ ※水源かん養、大気の浄化、土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能を維持するた

め、森林の整備を推進します。  
※水源かん養： 

森林の土壌が降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和するとともに、

川の流量を安定させたり、雨水が森林土壌を通過することで水質が浄化されたりすること。 
 
 

2018161412108642 20



 

 
 

 

21171513119753121

 
 

■■  ■■
 

  

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

施策１-６ 消防・救急体制・防災 

 
 

■■  ■■
 

  
（消防・救急体制） 

（防災対策） 

 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 住民、行政、事業者等が高い防災意識を持ち、地域の災害による被害拡大を未然に

防ぐ共助の体制づくりが進められています。 

○ 土砂災害の危険がある箇所が土砂災害警戒区域に指定され、対策工事により、住民

が安全・安心に暮らしています。 

○ 機能別消防団員等、地域での消防団員の確保と防災訓練活動の充実に努めます。 
 

222018161412108642 22



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
■■  ■■ 

 
  

1-6-1：常備消防・救急体制の充実 

1-6-2：地域防災力・消防力の強化 

1-6-3：防災対策の見直し 

 
1-6-4：土砂災害防止対策 

 
1-6-5：自主防災、消防・救急活動の人材育成、体制整備 

 
 

■■  ■■
 

  

 

2321171513119753123



 
 

 

 

 

 
 

 
 

施策１-７ 防犯・交通安全（暮らしの安全） 

 
 

■■  ■■
 

  
（防犯・交通安全） 

（消費者対策） 

 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 防犯灯の整備を始めとした防犯活動、交通安全活動により、犯罪や交通事故に巻き

込まれない、安全・安心なまちづくりが進んでいます。 

○ 消費者被害の防止に向けた啓発や相談、情報提供に取り組み、被害の未然防止、被

害救済につながっています。 

24222018161412108642 24



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
■■  ■■ 

 
  

1-7-1：地域安全対策の推進 

1-7-2：防犯灯の整備 

1-7-3：交通安全意識の啓発と情報の提供

 
1-7-4：交通安全施設の整備 

1-7-5：消費生活に関する情報の提供 

 
 

■■ ■■
 

  

 

252321171513119753125



 
 

 

 

 

第２章 交流とにぎわいを興す農･商･工併進のまち  

     （産業振興分野） 

 

１ 産業振興施策の大綱 

２ 各施策での取組指針 

施策２-１ 農林畜産業 

2624222018161412108642 26



 

 

 

 

 

施策２-２ 観光業 

施策２-３ 商工業 

施策２-４ 雇用対策・新たな産業の育成 

27252321171513119753127



 
 

 

 

 

 

 

施策２-１ 農林畜産業 

 
 

■■ ■■
 

  
（農業） 

 

区     分 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

 
（畜産業） 

○ 「

282624222018161412108642 28



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

（林業） 

 
 

■■ ■■ 
 
  

○ 豊かな自然の恵みをいかした品質の高い農畜産品の開発が進み、担い手の育成等に

より、安定した農業、畜産業経営が確立しています。 

○ 木材の生産、供給体制、担い手の育成に努め、森林が持つ公益的機能が維持されて

います。 
 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
2-1-1：農業生産基盤の整備 

2-1-2：農畜産品の生産性の向上及び高品質化の促進 

2-1-3：食の安全・安心と環境に配慮した農畜産業の推進 

2-1-4：森林の整備 

2927252321171513119753129



 
 

 

 

 

 

 
2-1-5：農林畜産業者の担い手の育成 

 
 

■■ ■■
 

  

 

30282624222018161412108642 30



 

 

 

 

 

 

施策２-２ 観光業 

 
 

■■ 施策を取り巻く環境 ■■
 

  
（観光業） 

 

区     分 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年

 

 

区     分 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年

312927252321171513119753131



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
■■  ■■ 

 
  

○ 食べる、見る、買う、体験する、遊ぶ、泊まる観光コンテンツを提供でき、町内の

観光資源を活用した“稼ぐ産業”として確立されています。 

○ 町内の観光施設と自然・食・文化等をいかし、町内に長時間滞在し、周遊する観光客が

みられます。 
 
 
 
 

■■  ■■ 
 

 
 

2-2-1：多様な主体との連携による観光振興 

2-2-2：広域観光体制の充実 

2-2-3：観光・交流資源の発掘・連携・活用 

2-2-4：グリーン・ツーリズム新規加入者の発掘 

3230282624222018161412108642 32



 

 
 

 

 
 

33

 
 

■■  ■■
 

  

 
 

21171513119753133



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

施策２-３ 商工業 

 
 

■■ ■■
 

  
（商業） 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

 
（工業） 

 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年

 

 
 

343230282624222018161412108642 34



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
■■  ■■ 

 
  

○ 商工業の振興により、地域の経済が円滑に循環しています。 

○ 商工会や関連団体との連携を密にして、商業の面から五戸町の活気を支えています。 

○ 町内工業の経営基盤の安定や企業競争力の強化に向けた、生産性向上等の取り組み

が進められています。 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
2-3-1：商業の振興 

 
2-3-2：地域に即した商業活動の促進 

2-3-3：工業の振興 

353321171513119753135



 
 
 

 

 

36343230282624222018161412108642 36

 
■■  ■■

 
  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

施策２-４ 雇用対策・新たな産業の育成 

 
 

■■ ■■
 

  
（雇用対策） 

（新たな産業の育成） 

 
 

■■ ■■ 
 
  

○ 求職者の雇用が確保され、住民がそれぞれの能力を発揮しながら生き生きと働いて

います。 

○ 若者の雇用機会が増え、町内の定住促進が図られています。 

○ 地元企業の企業力強化や 6 次産業化、新たな企業の誘致、新産業の育成等により、

地域産業が活性し、雇用が促進されています。 
 
 

37353321171513119753137



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

■■ ■■ 
 

  
2-4-1：地域産業の育成支援 

2-4-2：多様な就業機会の確保 

2-4-3：企業誘致の推進 

2-4-4：農業と商工業、観光業等との連携、6 次産業化の推進 

 
 

■■  ■■
 

 

 

・仕事への関心、働く意欲を持ち、自ら就職に必要な能力の向上に取り組みましょう。

・事業者は、多様な就労機会とともに、安心して働ける労働環境整備に努めましょう。 

・事業者は、地域資源（ヒト・モノ）の活用とともに、産業間での連携による新たな

産業とビジネスの創出に取り組みましょう。  

3836343230282624222018161412108642 38



 

 
 

 

 
 
 

 

第３章 誰もが元気で安心して子供を生み  

 育てられるまち（保健・医療・福祉分野） 

１ 保健・医療・福祉施策の大綱 

 
 
 

２ 各施策での取組指針 

施策３-１ 健康・保健衛生 

 

3937353321171513119753139



 
 

 

 

 

 

施策３-２ 高齢福祉 

施策３-３ 障がい福祉 

施策３-４ 子育て支援 

403836343230282624222018161412108642 40



 

 

 

 

 
 

施策３-５ 地域福祉 

施策３-６ 医療 

施策３-７ 保険・年金 

413937353321171513119753141



 
 
 

 

 

 

 

 

 

施策３-１ 健康・保健衛生 

■■  ■■  
（健康・保健衛生） 

 

 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

男性：五戸町（歳） 76.6 77.0 78.6

男性：

男性：

女性：五戸町（歳） 85.3 84.8 86.5

男性：

男性：

 

42403836343230282624222018161412108642 42



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

 
 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 「自分の健康は自分で守る」という意識のもと、住民が自身の健康をきちんと把握

し、健診（検診）を受診しています。 

○ 生活習慣病の発症予防と重症化予防を進め、生涯を通じた健康づくりに社会全体で

取り組んでいます。 

○ 誰もが運動・スポーツ・トレーニングなどに親しみ、心身の健康づくりに意欲的に

取り組んでいます。 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
3-1-1：健康づくりの推進 

 
3-1-2：健康診査と保健指導の充実3-1-2：健康診査と保健指導の充実 

43413937353321171513119753143



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
3-1-3：歯科保健事業の充実 

 
3-1-4：母子保健の充実 

3-1-5：精神保健・自殺対策の推進 

 
3-1-6：感染症対策の充実 

 
 

■■  ■■
 

  

 

4442403836343230282624222018161412108642 44



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３-２ 高齢福祉 

 
 

■■  ■■
 

  
（高齢福祉） 

 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 令和 7 年 令和 12 年

 

 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年

 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

 

 

4543413937353321171513119753145



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 住民一人一人が、早期から健康的な生活習慣を身につけ、地域ぐるみで介護予防に

取り組み、住み慣れた地域で元気に生活を送っています。 

○ 地域で支える仕組みづくりとともに、高齢者が求める適正・適切な介護サービスや

生活支援サービスが提供され、高齢者及びその家族が、住み慣れた地域で安心して暮

らしています。 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
3-2-1：高齢者の生きがいづくり・介護予防の推進 

3-2-2：高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

464442403836343230282624222018161412108642 46



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
3-2-3：認知症の理解と啓発の促進 

 
3-2-4：地域包括ケア体制の整備 

 
3-2-5：介護保険制度の運営・サービスの適正化 

3-2-6：地域密着型サービスの充実 

 
3-2-7：高齢者が住みよいまちづくりの推進 

 
 

■■  ■■
 

  

 

474543413937353321171513119753147



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

施策３-３ 障がい福祉 

 
 

■■  ■■
 

  
（障がい福祉） 

 身体障害者手帳 愛護手帳（療育手帳） 精神障害者保健福祉手帳

 

 

 
■■  ■■ 

 
  

○ 障がい者（児）が安心して生活できる地域づくり、支援が広がっています。 

○ 障がい者（児）が自立した生活を送り、社会参加する環境が整備されています。 

 
 

48464442403836343230282624222018161412108642 48



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

■■  ■■ 
 

  
3-3-1：相互理解・差別解消の促進 

3-3-2：障がい者の社会参加の促進 

3-3-3：障がい福祉サービスの充実 

 
3-3-4：障がい児福祉サービス・療育体制の充実 

 
3-3-5：権利擁護・虐待の防止 

 
 
 

■■  ■■
 

  

・障がいについて理解を深め、地域や近隣で支え合いましょう。 

・暮らしの中で困ったことがあったら、行政や相談事業者等へ相談しましょう。 

・イベントや行事を開催する際は、障がいのある人等、誰でも参加しやすいように心

がけましょう。 

49474543413937353321171513119753149



 
 

 

 

 

 
 

 
 

施策３-４ 子育て支援 

 
 

■■  ■■
 

  
（子育て支援） 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（円） 

 
 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 安心して子育てができ、子供が地域で健やかに成長しています。 

○ 保健活動や子育て支援が充実し、子育てしやすく、親子で共に成長できる環境が整

備されています。 

○ 乳幼児等の傷病等を十分に治療でき、健康な子供が増えています。 
 
 

48464442403836343230282624222018161412108642 50



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

■■  ■■ 
 

  
3-4-1：総合的な子育て支援の推進 

3-4-2：子育て支援サービスの充実 

3-4-3：子供と親の健康の増進 

3-4-4：相談体制の充実 

3-4-5：要保護児童等への対応の推進 

 
 
 

■■  ■■
 

  

 

51



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

施策３-５ 地域福祉 

 
 

■■  ■■
 

  
（地域福祉） 

 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 多くの住民が地域で共に支え合う意識を持ち、地域福祉活動に取り組んでいます。 

○ 身近な地域での課題に対して、支援するボランティア等、地域活動の担い手が育っ

ています。 
 
 
 
 

■■ ■■ 
 

  
3-5-1：地域福祉意識の醸成 

 
3-5-2：支え合いの仕組みづくり 

52



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

3-5-3：見守り・生活支援体制の構築 

 
3-5-4：社会福祉協議会、関係団体等の活動支援 

3-5-5：福祉活動の人材育成 

3-5-6：世代間交流の機会・社会参加の推進 

3-5-7：生活困窮者への支援 

 
3-5-8：福祉のまちづくりの推進 

 
■■  ■■

 
  

 
 

・地域福祉の担い手としての意識を持ち、見守りや声かけなど、できることから地域

での支え合いに取り組んでみましょう。 

・高齢者や障がいのある人、子育て家庭など、支援の必要な人の気持ちに立って行動

してみましょう。 

・困りごとがあるときは、一人で悩まずに相談しましょう。 

53



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

施策３-６ 医療 

 
■■  ■■

 

 
（医療） 

 
 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 住民が病気等になっても在宅で安心して暮らせる環境づくりや活動が進んでいます。 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
3-6-1：地域医療体制の充実 

3-6-2：休日及び夜間医療体制の安定化 

54



 

 

 

 
 

 

 
 

 
3-6-3：保健・医療・福祉の連携強化 

 
3-6-4：医療に係る人材の確保・養成 

 
 
 

■■  ■■
 

  

・CTやMRIなどの機器を活用した医療が提供可能な五戸総合病院を積極的に活用しま

しょう。 

5555



 
 

 

 

 

 

 

 

 

施策３-７ 保険・年金 

■■  ■■
 

  
（国民健康保険） 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

 

 
（後期高齢者医療） 

 
（国民年金） 

、

56 56



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

■■ ■■ 
 
  

○ 住民の保険制度に対する理解が深まり、適正な保険制度が運営されています。 

○ 住民（被保険者）誰もが必要な医療が受けられ、安心して暮らしています。 

○ 住民の国民年金制度に対する理解が深まり、無年金者・低年金者・障がいや死亡の

保障での不支給が減り、適正な年金制度が運営されています 
 
 
 
 

■■ ■■ 
 

  
3-7-1：国民健康保険事業・後期高齢者医療事業の周知・健全な運営 

 
3-7-2：ジェネリック医薬品の普及促進 

 
3-7-3：健康づくり・特定健診の推進 

 
3-7-4：国民年金制度の啓発・年金相談の充実 

 
 
 

■■ ■■
 

  

 

575557



 
 
 

 

 
 
 

 

第４章 五戸の未来を創造する人と文化を育むまち  

     （教育・文化分野） 

 
 
 

 

１ 教育・文化施策の大綱 

前期基本計画では、学校教育において、学力の向上、豊かな人間性の育成、健康・

体力の増進と個性や創造性を伸ばすことを基本に、各学校の創意工夫による特色ある

教育に取り組んできました。 

また、地域や世代間の集い、学び、活動を通じて、住民同士の交流につながるよう、

生涯学習活動やスポーツ・レクリエーション活動や地域行事や歴史、文化財等、郷土

文化の保存・継承に取り組んできました。 

後期基本計画では、前期基本計画での各施策における取組を継続するとともに、学

校や家庭、地域社会での学び、活動、体験を通じて、五戸町の魅力を再発見し、郷土

への愛着を深め、未来を担う人づくり、地域に貢献する人づくりを進めます。 

また、住民同士や地域間の交流、自身の健康や生きがいにつながる取組として、生

涯学習活動やスポーツ・レクリエーション活動を推進します。 

町内にある有形・無形の文化財については、観光や交流につながる交流資源として、

保存、継承していくとともに、有効活用を図ります。 

さらには、高等学校等教育機関の誘致を行い、安全で安心なつながりのある教育環

境づくりを図ります。 

２ 各施策での取組指針 

施策４-１ 幼児・学校教育 

○ 子供一人一人の個性を尊重し、生きる力と豊かな人間性の形成につながるよ

う、特色ある幼児・学校教育に取り組みます。 

○ 子供の健やかな成長と安全で安心な居場所づくりに向けて、学校･家庭・地域

が一体となって取り組みます。 

○ 高等学校等教育機関を誘致し、地域において安全で安心な幼児教育から高等

教育までつながりのある教育環境を作ります。 

5856 58



 

 

 

 

59575559

施策４-２ 生涯学習 

○ 生涯にわたる学習意欲に応えるために施設の充実を図り、各種研修・講習・

学習会を積極的に開催します。 

○ 生涯学習活動を通じて、新たな知識の習得や人との出会いの場となるよう、

住民の学習ニーズへの柔軟な対応や気軽に参加できる機会づくりに努めます。 

○ 図書館については、利用者の安全のため、施設の修繕・改修を行うほか、利

用促進のため、移動図書館や読書週間に企画展等を開催します。 

施策４-３ スポーツ・レクリエーション 

○ 住民がそれぞれの年齢、趣味、体力に応じたスポーツ・レクリエーションに

親しめるような教室を開催するほか、多様なスポーツやレクリエーションに対

応できる指導者の確保や施設・設備の改修等を進めます。 

○ スポーツやレクリエーションのイベントを通じて、住民同士の交流や連携中

枢都市圏内交流促進を図ります。 

施策４-４ 地域文化の振興 

○ 本町の自然、歴史、文化等の郷土に関する文化財の保護に努めるとともに、

先人が残した郷土の貴重な文化財を地域資源として有効活用できるよう保護体

制の充実を図るとともに、学校教育・生涯学習活動を通じて、地域の文化や歴

史に対する住民の関心を高める取組を推進し、町内の地域文化と郷土芸能を後

世に残すまちを目指します。 

○ 地域の伝統や文化に誇りを持ち、伝統や文化の保存・継承に向けて、取り組

みます。 

○ 町内にある有形・無形の文化財を地域の資源として、観光や交流にいかしま

す。 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

施策４-１ 幼児・学校教育 

 施策を取り巻く環境  
 
   

（幼児・学校教育） 

○ 子供が、確かな学力、豊かな人間性、健康、体力といった「生きる力」を身につけ、

本町の未来を担う人材として心身共に健やかに成長していくことができる教育環境づ

くりが強く求められています。 

○ 生きる力を身につけさせる主体的かつ特色ある教育活動の推進、心の教育の充実、

特別支援教育の充実、食育の充実に努めるとともに、安全対策強化のための学校整備

等、総合的な取組を一体的に進めていく必要があります。 

○ 児童、生徒数は年々減少しており、学級数減少による空き教室の増加や施設の老朽

化等、教育環境の低下が懸念されています。 

○ 児童、生徒一人一人の個性や可能性を最大限に伸ばし、生きる力と夢を育む教育を

進めるとともに、地域で子供が安全で安心して活動できる支援体制や放課後の居場所

づくり、健全育成活動を推進していく必要があります。 

○ これまで地域の発展に貢献する有為な人材を輩出し、町勢発展の中心として大きな

役割を果たしてきた五戸高等学校が令和４年３月末をもって閉校し、地域への影響が

懸念されています。 
 
 

 施策の目指す姿  
 
  

○ 安全で安心なつながりのある教育環境を作ることで、児童・生徒が一人一人の個性

と能力を伸ばし、生きる力と豊かな人間性の形成につながっています。 

○ 安全で安心な子供の居場所づくりに向けて、みんなで子供を守り育てるまちづくり

が進んでいます。 
 
 
 
 

 施策での取組 

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ 
 
  

 

 
4-1-1：幼児教育の充実  

○ 基本的な生活習慣を身につけさせることを基本に、子供の成長に応じた一人一人の

個性や豊かな心を育むことの大切さといった発達や学びの連続性を踏まえ、保育園、

幼稚園等の特色をいかしながら、教育・保育環境の中核である教員・保育士の資質の

向上を図り、幼児教育の充実に努めます。 

605856 60



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4-1-3：道徳教育の充実 

4-1-4：食育の充実 

4-1-5：家庭・地域と連携した学校づくり 

 
4-1-6：放課後の居場所づくり・青少年育成運動の推進 

4-1-7：子供の安全確保 

 
 
 

■■ ■■
 

  

 

4-1-2：学校教育の充実  

○ 学力の向上、豊かな人間性の育成、健康・体力の増進と個性や創造性を伸ばすこと

を基本に、少人数学習を推進し、個に応じた指導方法の工夫改善に努めるほか、国際

化、情報化や環境教育等、時代の変化に対応した教育内容の充実を図ります。 

○ 次代を担う人に育てていくため、子供の個性や地域の特性をいかし、各学校の創意

工夫による特色ある教育活動を推進します。 

4-1-3：道徳教育の充実  

○ 指導体制や家庭・学校・地域の連携などの環境を整備し、命の尊さを理解し、思い

やりの心を育む道徳教育を推進します。 

4-1-4：食育の充実  

○ 地域の安全安心な食材を学校給食に活用し、地産地消の取組を推進するほか、「馬肉

汁」等の地域の伝統食や行事食を取り入れるなど、食育の充実を図ります。 

○ 地域の農産品が学校給食で使用される機会等に合わせた出前講座やバイキング給食

等を通じて、子供たちが正しい食生活と地域の味に親しめるよう取り組みます。 

4-1-5：家庭・地域と連携した学校づくり  

○ 学校・幼稚園が教育活動や運営状況を積極的に公開するとともに、保護者や地域住

民の意見やニーズを反映させるよう学校評議員を活用し、学校・家庭・地域が連携し

て子供を育てる学校づくりを推進します。 

4-1-6：放課後の居場所づくり・青少年育成運動の推進  

○ 放課後児童クラブ、放課後子供教室の連携により、子供の放課後の安全な居場所を

確保し、健やかでたくましい子供の育成に努めます。 

○ あいさつ運動等を通じて、地域ぐるみで青少年を守り育てる環境づくりを進め、青

少年の健全育成に努めます。 

4-1-7：子供の安全確保  

○ 自然災害を含めた防災や防犯、交通安全への教育、意識啓発に努めます。 

○ 登下校時のあいさつや声かけ等、地域ぐるみで子供の見守りを進め、子供の安全確

保に努めます。 

4-1-8：旧五戸高等学校の土地及び建物を利活用した教育環境の充実  

○ 旧五戸高等学校の土地及び建物について青森県から譲渡を受け、そこに高等学校等

教育機関を誘致することで、地域において安全で安心な幼児教育から高等教育までつ

ながりのある教育環境を作ります。 

6159575561



 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

■■ 住民や地域に期待する役割 ■■ 
 
   

・幼児教育や学校教育について理解し、必要に応じて参加、協力しましょう。 

・家庭では、子供と学校のこと等について話しましょう。 

・子供の犯罪被害や事故等の防止に向けて、地域全体で子供を見守りましょう。 

 

62605856 62



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

施策４-２ 生涯学習 

 
 

■■  ■■
 

  
（生涯学習） 

 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 社会教育関連施設が積極的に活用され、学習機会を通じて、ふれあい、交流が生ま

れています。 

○ 歴史みらいパークが住民の憩いの場として利用され、教育・文化の情報拠点として

の役割を担っています。 

○ 子供たちが幅広い世代との交流を通じて、地域の魅力を再発見し、郷土への愛着を

深めています。 
 

 

636159575563



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■■ ■■ 
 

  
4-2-1：社会教育関連施設の充実 

 
4-2-2：図書館の利用促進 

 
4-2-3：生涯学習プログラムの整備と提供 

4-2-4：指導者の育成と団体等の活動支援 

4-2-5：若い世代が参加しやすい社会教育の実施 

 
4-2-6：五戸町を深く知る取組の推進 

6462605856 64



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4-2-7：学習成果の活用 

 
 

■■  ■■
 

  

 

65636159575565



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

施策４-３ スポーツ・レクリエーション 

■■  ■■
 

  
（スポーツ・レクリエーション） 

 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 自身の体力や年齢に応じたスポーツ活動に励んでいます。 

○ スポーツ・レクリエーション活動を通じて、心身の健康や生きがいづくり、地域間

の交流につながっています。 
 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
4-3-1：多様なスポーツ活動の普及促進 

4-3-2：指導者の育成・確保 

666462605856 66

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
4-3-3：スポーツを通じた交流の促進 

 
4-3-4：スポーツ環境の整備 

 
 

■■  ■■
 

  

 

・健康づくりのため、年齢・体力に応じたスポーツ活動に取り組みましょう。 

・町内のスポーツ施設を積極的に利用するとともに、利用の際は安全に、大切に使い

　ましょう。 

・イベントや各種スポーツ大会の運営や競技へ積極的に参加しましょう。 

6765636159575567



 
 
 

 

 
 

68666462605856 68
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

施策４-４ 地域文化の振興 

 
■■  ■■

 
  

（地域文化の振興） 

 
 

■■ ■■ 
 
  

○ 地域の伝統や文化に誇りを持ち、保存・継承に向けて、取り組んでいます。 

○ 様々な文化財が地域の資源として、観光や交流にいかされています。 
 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
4-4-1：保存団体、指導者の育成 

 
4-4-2：文化財の保存活動の推進 

 
44--44--33：：文文化化財財のの活活用用 



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
■■  ■■

 
  

 
 

・地域の歴史や文化を風化させないよう、町の財産である文化財を大切に保存・継承

　しましょう。 

・五戸まつりや地域行事、祭りへの参加を通じて、伝統文化の保存・継承に取り組み

　ましょう。 

 

696765636159575569



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

第５章 安定した行財政運営による持続可能なまち  

     （行財政運営分野） 

 

１ 行財政施策の大綱 

２ 各施策での取組指針 

施策５-１ 行財政運営 

施策５-２ 広域行政・広域連携 

70666462605856 70



 
 

 

 

 

 

施策５-１ 行財政運営 

■■  ■■
 

  
（行財政運営） 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

71696765636159575571



 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
■■  ■■ 

 
  

○ 収支のバランスがとれた、健全な行財政運営が図られています。 

○ 親切でわかりやすく、質の高い行政サービスが提供されています。 
 
 
 
 

■■ ■■ 
 

  
5-1-1：健全な行財政運営の推進 

5-1-2：財源の確保 

5-1-3：計画的な財政運営 

 
5-1-4：ふるさと納税の推進 

7270666462605856 72



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

5-1-5：定期巡回の実施 

 
5-1-6：マイナンバー制度に関する検討 

5-1-7：職員の能力向上 

 
 

■■  ■■
 

  

 
 

7371696765636159575573



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

施策５-２ 広域行政・広域連携 

 
 

■■  ■■  
（広域行政・広域連携） 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

 

 

 
 
 

■■  ■■ 
 
  

○ 本町が加入する、広域行政事務組合によって共同処理が行われ、経費削減が図られ

ています。 

○ 八戸圏域連携中枢都市圏構想に基づき、「経済成長のけん引」、「高次都市機能の集

積・強化」「生活関連機能サービスの向上」等、定住に必要な都市機能及び生活機能の

確保・充実が図られています。 

747270666462605856 74



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
■■  ■■ 

 
  

5-2-1：近隣市町村との連携による広域行政の推進 

5-2-2：八戸圏域連携中枢都市圏による近隣市町村との連携 

 
 

■■  ■■
 

  

 
 

・広域化のメリットが発揮できるよう、近隣市町村への協力や活動に、参加・協力し

　ましょう。 

・救急車の適正利用に努めましょう。 

 

757371696765636159575575



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

第６章 五戸の未来を共に考え行動する  

     共創（協創）のまち（住民協働・地域活動分野） 

 

１ 住民協働・地域交流施策の大綱 

 
 

２ 各施策での取組指針 

 

施策６-１ 地域コミュニティ・協働によるまちづくり 

 

76666462605856 76



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

施策６-２ 人権・男女共同参画 

施策６-３ 地域間交流 

77757371696765636159575577



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策６-１ 地域コミュニティ・協働によるまちづくり 

 
 

■■  ■■
 

  
（自治会活動） 

 
（協働によるまちづくり） 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

 

 

7876666462605856 78



 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
■■  ■■ 

 
  

○ 住民自らが、積極的に地域コミュニティについて主体的に考え、関係機関と連携し

ながら行動できる「協働のまちづくり」が進んでいます。 

○ 自治会活動を通じて地域の連帯感が深まり、地域課題の解決へ向けた取組が実践さ

れています。 

○ 住民のニーズに合った、広報媒体による情報発信手段が確立しています。 
 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
6-1-1：地域コミュニティ・協働体制の強化 

6-1-2：集落対策の推進 

6-1-3：広報・広聴活動の充実 

 
6-1-4：まちづくりに係る人材育成、活動支援 

6-1-5：コミュニティセンター施設の整備 

7977757371696765636159575579



 

 
 

 

 

 
■■ ■■

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

807876666462605856 80



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

施策６-２ 人権・男女共同参画 

 
■■ ■■

 
  

（人権問題・虐待） 

（男女共同参画） 

 
■  ■  

 
  ■ ■

○ 人権問題に対して正しい認識を持ち、互いの権利が尊重されています。 

○ 家庭や地域、職場等において男女共同参画への意識が浸透し、一人一人の個性と能

力を発揮した活力あるまちづくりへの取組が進んでいます。 
 
 

817977757371696765636159575581



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

■■  ■■ 
 

  
6-2-1：人権教育、人権啓発の推進 

6-2-2：男女共同参画の推進 

 
 

■■  ■■
 

  

 

・差別やいじめ、虐待等の人権侵害をしない、させない社会づくりを進めましょう。 

・家族がお互いに協力し、家事、子育て、介護等を行いましょう。 

・事業所では、性別にとらわれない職場や仕事と生活が調和できる労働条件の整備に

　努めましょう。 

82807876666462605856 82



838179777573716967656361595755

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

施策６-３ 地域間交流 

 
■■  ■■

 
  

（国際交流） 

（地域間交流） 

 
■■  ■■ 

 
  

○ 国際的な感覚や広い視野を持った住民が増え、町内で国際理解と国際交流の輪が広

がっています。 

○ 地域間、関係団体間の交流を通じて、より広い視点で地域の発展を考える機会が増

えています。 
 
 
 
 

■■  ■■ 
 

  
6-3-1：国際化に対応した人材の育成 

83
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
6-3-2：国際交流の推進 

6-3-3：移住・定住、関係人口構築の推進 

 
 

■■  ■■
 

  

・国際交流事業や姉妹都市交流事業へ積極的に参加し、国内外を問わず、多様な地域

文化への理解を深めましょう。 

・移住者の受け入れや町内外との関係人口の構築により、地域活動を維持・変革して

いく意識を持ちましょう。 

82807876666462605856 84

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 
 

8583817977757371696765636159575585

資 料 編



 
 

 

 

8682807876666462605856 86



 

 

 

 

 

878583817977757371696765636159575587

資 料 編



 
 

 
 

 
 

888682807876666462605856 88



 

 

 

 

月 30日 令和 2年 3 月

89878583817977757371696765636159575589

資 料 編



 
 

 

90888682807876666462605856 90



 

 

 

月３０日

9189878583817977757371696765636159575591

資 料 編





町の木「オンコ（イチイ）」
　イチイ科の常緑針葉樹。材は優秀で、建材・
家具・彫刻材などに用いられ、当地方では古く
から生垣や床柱として利用されています。
　呼び方の“オンコ”はアイヌ語からでたも
のと言われています。

（昭和50年７月１日制定）

町の木「赤　松」
　赤松は、この地方の風土に適した常緑針葉
樹で、古くから建築用の木材として利用され
ている他、観賞用の庭木や盆栽等に広く愛用
されています。

（平成16年７月１日制定）

町の花「キ　ク」
　キクは、東洋の最も古い観賞植物で、当地
方には隆盛期の江戸時代に伝わってきたと
思われます。観賞用として受け継がれている
五戸菊と称するものが数種あります。

（昭和50年７月１日制定）

町の鳥「白　鳥」
　白鳥は、数年前から飛来してきており、
非常にめでたいものとされています。羽数は
まだ少ないものの、もっと飛来してくるよう
な自然豊かな町にしていきたいという願いを
込めています。

（平成16年７月１日制定）

１．私たちは、郷土を愛し
　　　 清潔で美しい町をつくります。

２．私たちは、心と体をきたえ
　　　 健康で明るい町をつくります。

３．私たちは、善意をひろめ
　　　 人情あつく温かい町をつくります。

４．私たちは、生きがいを持ち
　　　 豊かで活力のある町をつくります。

５．私たちは、伝統を重んじ
　　　 教育と文化のかおる町をつくります。

昭和59年８月30日制定

五戸町民憲章
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